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千代田区 在宅支援課 

■開催日時・出席者等 

日時 令和元年１０月７日(月) １８：３０～ 

場所 高齢者総合サポートセンター １階 ひだまりホール 

 

 

出席者 
委員 

粟田会長、加賀委員、元田委員、西川委員、臼田委員、池田委員、本

井委員、宮田委員、中嶋委員、尾方委員、小松委員、外記委員、吉冨

委員、二上委員、松永委員、楠委員、松下委員、廣木委員、上村委

員、歌川保健福祉部長、渡部千代田保健所長兼地域保健担当部長 

関係者 杉山研究員（傍聴人） 

事務局 山﨑地域保健課長、舟木健康推進課長、土谷高齢介護課長、佐藤在宅

支援課長、高山相談係長、赤石澤医療と介護連携係長、遊部、馬場 

欠席者 小池委員、飛田委員 

 

■議事録 

＜開会＞ 

○佐藤課長  それでは、定刻になりましたので、千代田区在宅医療・介護連携推進協

議会認知症連携推進部会を始めさせていただきます。本日はお忙しいとこ

ろ、令和元年のこの会議にご出席いただきましてまことにありがとうござ

います。 

        私は進行を務めさせていただきます保健福祉部在宅支援課長の佐藤と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。ここからは着座にて失礼いた

します。 

それでは、開会に当たりまして、保健福祉部長の歌川よりご挨拶申し上

げます。 

○歌川委員   皆様、こんばんは。保健福祉部長歌川でございます。本日はまたお忙し

い中、あいにく雨がぱらぱら降り始めまして、こういう中で、お足元の悪

い中でありますけれども、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

        認知症というものに対して早期に気づいて治療につなげるということは

もちろんですけれども、認知症になった方に寄り添ってという言い方をし

ますけれども、その方の意思が尊重されて、できるだけ残された、残され

たと言うのも変なのかもしれませんが、その方の能力を生かして適切に自

立のサポートをしていくということが求められています。口で言うのは簡

単なのですけれども、現実は非常に難しい。 

本区では、平成２６年の新オレンジプランの開始以前から認知症高齢者

の対応については積極的な事業を展開してきたつもりでございます。新オ

レンジプランには７つの柱というのが示されておりますけれども、本部の

取り組み、そういう意味でいうと早期から始めていたので、どこかには大

体当てはまるのかなということでございます。 

本日も昨年度同様、その前から、本区の取り組みについてご報告をする

ために多くの資料を配らせていただいております。この報告を聞いていた

いだて、ご意見をいただくということでよろしくお願いします。 
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どれほど多くの取り組みをしているかという問題よりも、どれほど具体

的な対応ができたのかというのが大事です。誰しも認知症にはなりたくな

いと思っているのですけれども、高齢になればなるほど認知症のリスクは、

リスクというのでしょうか、認知症になる可能性は高まってきますし、８

０後半、９０になれば認知症でない人のほうが珍しいという状況になって

いるということでございます。 

現実的には認知症の施策に絶対的な答えというのはないのですけれども、

かかわる私たちが認知症の方に対してやはり尊厳を持って生きていただけ

るようにということで、そういう社会を目指したいという思いだけは持ち

続けていたいと思っております。 

超高齢社会という言葉もあります。今は６５歳が高齢者だという話もあ

るぐらいなのですけれども、高齢者の高齢化というのが非常に問題になっ

ています。しかも高齢者のひとり暮らしが増えていて、そういう方が認知

症になったとき、現在社会問題として取り上げられている８０５０という

問題にも認知症の問題が深くかかわっています。 

本日は限られた時間ではございますけれども、本区の取り組みのご報告

に対してさまざまな角度からご意見、アドバイスをいただくとともに、地

域全体、社会全体で認知症問題に向き合うよい機会となりますように、多

くの方からのご発言をいただいて、認知症の対応についてご一緒に考えて

いければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○佐藤課長   それでは、今年度、委員の方の異動がございましたので、ここでご紹介

させていただきます。 

新たに４名の方が委員となりました。机上に名簿をお配りしておりまし

て、名簿の順にご紹介いたします。 

まず、順天堂医院認知症疾患医療センターの新井様から本井ゆみ子様に

交代されました。 

○本井委員   よろしくお願いします。 

○佐藤課長   続きまして、千代田区歯科医師会の船曳様から臼田様に交代されました。 

○臼田委員   よろしくお願いいたします。 

○佐藤課長   続きまして、ジロール麹町下村様から楠様に交代されております。 

○楠委員    よろしくお願いします。 

○佐藤課長   最後に、高齢者あんしんセンター神田の塚原様から松永様に交代されて

おります。 

○松永課長   松永です。よろしくお願いいたします。 

○佐藤課長   委嘱状の交付につきましては、恐れ入りますが机上配付にかえさせてい

ただきます。任期は令和２年３月３１日まででございます。よろしくお願

いいたします。 

        また、事務局にも異動がございましたが、事務局につきましては委員名

簿の裏面にご紹介しておりますので、そちらにかえさせていただきます。 

        続きまして、委員会の成立についてご報告いたします。本部会の成立に
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は、要領第６条の規定によりまして、委員の半数以上の出席が必要でござ

います。本日は委員２３名中、現在のところ２０名の委員に出席していた

だいておりまして、本部会は成立していることをご報告いたします。なお、

本日は小池委員、飛田委員からご欠席のご連絡をいただいておりまして、

池田委員は遅参されるとのご連絡をいただいています。よろしくお願いい

たします。 

        また、本部会は公開となっております。議事録作成のために録音、撮影

等につきご了承をお願いいたします。また、後日、議事録の確認を委員の

皆様にお願いいたしますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

        続きまして、資料の確認をさせていただきます。会議の資料は事前に郵

送させていただいたものに変更ございませんが、机上にも改めて置かせて

いただいております。また、新たに座席表、名簿、千代田区在宅医療・介

護連携推進協議会認知症連携推進部会設置要綱、そのほかにパンフレット

といたしまして、「こんにちは認知症推進委員です」というものと、「認

知症ケアの手引き」、「知って安心認知症」、「認知症初期集中支援チー

ムちよだはあとチームへご相談ください」を置かせていただいております。

不足等ございましたら、挙手にてお知らせください。よろしいでしょうか。 

        それでは、議事に入らせていただきます。ここからの進行につきまして

は、粟田部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○粟田会長   議事の進行役を務めさせていただきます、東京都健康長寿医療センター

の粟田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

        今年度から４人の新しい委員も加わったということで、毎年この会は大

変活発なご意見、ご討議をやられておりますので、新たに入られた委員の

方もぜひ活発なご意見をいただければと思います。 

        ということで、早速議事に入らせていただこうと思うのですが、一応１

８時半からということで終わる時間が書いていないのですけれども、デス

マッチとはいきませんので、どんなに遅くても８時半には終わるようにさ

せていただきたいと思います。 

        では、早速、最初の報告事項、平成３０年度事業実施報告・令和元年度

実施状況ということで、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○佐藤課長   では、事務局からご説明申し上げます。配付資料のまず資料１－１から

ごらんください。 

        こちらの資料でございますが、この認知症連携推進部会の目的について

記載しております。資料にもありますとおり、認知症高齢者とその家族の

生活支援のため、認知症に関する連携体制の構築、推進について検討する

ことを目的としております。この部会の検討事項は、区の認知症対策の課

題の明確化と改善策ということで、厚生労働省が策定した新オレンジプラ

ンの７つの柱に沿って区の報告を進めてまいりたいと思います。７つの柱

は、こちらの緑とオレンジの図の７つの項目のとおりです。 

        この裏面には、認知症支援の推進として、千代田区の基本計画でありま
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す「ちよだみらいプロジェクト」と新オレンジプランの考え方をあわせま

して、千代田区の総合的な認知症施策を推進していく体系図をお示しして

おります。 

        続いて、資料の１－２をごらんください。こちらは７つの柱ごとに区が

行っている事業を表にまとめたものでございます。この表の一番右側の欄、

重点課題の欄に塗り潰した黒丸がついているものが平成２９年度本部会で

確認された重点課題、二重丸がついているのが３０年度の部会で確認され

た重点課題です。 

        本日の資料の一番最後、資料６－２という図解の資料をおつけしており

まして、これは事務局で千代田区の認知症に関する連携のフローを図解に

したもので、全体像が把握できる表になっておりますので、こちらもあわ

せてごらんいただければと思います。 

        資料の１－２に戻りまして、表の下にございます方針についてですけれ

ども、２９年度の認知症カフェの普及については、まだ認知症カフェの存

在があまり知られていないことを課題として、認知症のご本人にも、認知

症でない方にも居心地のよいカフェを構築して、区民に周知をし、家族支

援にも引き続き取り組むこととしておりました。また、認知症地域支援推

進委員についてもあまり周知が進んでいないということが課題となってお

りまして、認知症の人も、認知症でない人もともに暮らせる地域づくりの

ために、認知症地域支援推進委員の周知、活用を図ることとしておりまし

た。 

        昨年度、部会は１１月に開催いたしましたが、その際に今年度、令和元

年度の課題として挙げられました、若年性認知症施策の推進と認知症高齢

者を支える地域づくりに対して、今年度は区の特色を踏まえた若年性認知

症施策の支援の検討。また、地域づくりのために認知症地域支援推進委員

の活動や認知症カフェ、認知症サポーター養成講座の開催を通じて、地域

における認知症及び区の認知症施策についても理解を促進することで、生

活の場での支援者、協力者を増やすことに取り組んでまいります。 

        また、ホームページやリーフレット等の媒体を整備して普及啓発を図っ

ております。 

        では、次に、資料２－１をごらんください。こちらは理解を深めるため

の普及啓発の柱についてです。区では平成２７年度に認知症ケアパス、認

知症ケアの手引きを作成いたしまして、２８年度からは認知症相談窓口、

サービスのご案内を作成し、ケアパスの中刷りとして配布しております。

認知症ケアの手引きには３０年度に加わった高齢者サービス、例えば自動

通話録音機の設置等も加えて更新しております。また、２９年度より「知

って安心認知症」の千代田区版の冊子もあわせて配布しております。 

        認知症サポーター養成講座ですが、企業等まで出張して行う講座に加え

まして、高齢者あんしんセンターや研修センターで、在住、在学、在勤の

方が参加できる公開型の講座を開催しております。 



 

   ５ 

        資料２の裏面をごらんください。こちら認知症サポーターステップアッ

プ講座を例年開催しております。平成２９年度からは、認知症サポーター

ステップアップ講座修了者に対しまして、認知症カフェにボランティアと

して参加していただきまして、養成した認知症サポーターの活用を図って

おります。今後の取り組みといたしまして、引き続きボランティアの育成

を進めてまいりたいと思います。 

        続きまして、資料２－２をごらんください。こちらは理解を深めるため

の普及啓発の資料の続きになっていまして、今年度の開設、更新いたしま

した、認知症支援サービスに関する区ホームページのハードコピーをおつ

けしております。掲載した内容は資料の冒頭にありますとおり、訪問看護

師による訪問調査、訪問看護師による見守り支援、若年性認知症、認知症

家族会の４項目でございます。詳細は、よろしければ後ほどホームページ

を実際にご確認いただければと思います。 

        続きまして、資料３－１になります。２番目の柱、適時適切な医療介護

の提供でございます。認知症初期集中支援事業の概念などをこちらの図で

示しております。 

        初期集中支援チームは、介護保険の地域支援事業に位置づけられたもの

で、３０年度までは区市町村が設置するものとされております。千代田区

では、高齢者あんしんセンターに平成２７年度から設置しております。認

知症の人と初期支援を６カ月間集中的に行うもので、千代田区高齢者あん

しんセンターの相談員と両医師会のサポート医がチームを組んで支援を行

っております。 

        １枚おめくりいただきまして、これ以降は、初期集中支援ケースをリス

トにしたものがついております。３０年度に実施した１２事例が掲載され

ております。２９年度の５件から対応件数が大幅に増えておりまして、１

２件のこの事例ですが、今年度上半期まででそれぞれ終結しております。

その後の経過につきましては、引き続き高齢者あんしんセンター等で把握

しております。事例の詳細等は、時間の都合で後ほどご確認いただければ

と思います。 

        続きまして、資料の３－２をごらんください。引き続き、同じ項目の中

で、認知症地域支援推進員に関してご説明いたします。平成２９年４月よ

り高齢者あんしんセンターに配置している認知症地域支援推進員は、ネッ

トワーク構築、認知症対応力向上支援、相談支援の体制整備を区と共同し

て進める機能を持っております。認知症地域支援推進員がかかわる活動の

図が、一番下のカラーの図になっておりますけれども、こちらの図のとお

り、本人、ご家族を中心に、医療の専門職、福祉の専門職など、さまざま

な職種と認知症地域支援推進員が連携して認知症支援に携わっております。 

        裏面をおめくりください。こちらは、認知症地域支援推進員の周知を強

化するための取り組みについてご紹介しております。平成２９年度に各出

張所で実施いたしました、認知症地域支援推進員による認知症相談会では、
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相談がほとんどありませんでした。それは認知症地域支援推進員の存在が

周知されていないことが大きな要因と捉えまして、推進員を紹介する三つ

折りのパンフレットを作成して、今年度は警察署、マンション連絡会、ケ

アマネ集団指導、町会、福祉施設、認知症サポーター養成講座、各種講演

会などで配布しております。部数は約４，５００部となっております。今

後も福祉まつり、認知症予防の事業等で、推進員が自己紹介をしながら、

区内のさまざまなスポットに広く配布していく予定でございます。 

        続きまして、資料３－３をごらんください。こちらは千代田区独自の認

知症早期発見、早期対応の取り組みでございます。高齢者あんしんセンタ

ー、訪問看護ステーション、区が連携しながら支援していく仕組みです。

資料は、平成３０年度の早期発見事業の結果の数字を掲載しております。 

        この事業の流れでございますが、下の図にございますとおり、区から発

送している郵送の調査「こころとからだのすこやかチェック」に未返送の

高齢者。このチェックでお送りしている対象の方は７５歳以上の独居また

は高齢者のみの世帯の方ですけれども、その中から未返送の方を抽出して、

訪問調査の協力依頼を発送いたしまして、訪問対象者を決定いたします。

その後、１０月から１２月に訪問調査を実施いたします。調査終了後、検

討会を経て、見守り訪問が必要な方を選定し、資料をちょっと裏面をおめ

くりいただきたいのですが、こちらにありますとおり、訪問看護ステーシ

ョンによる見守り訪問事業につなげてまいります。 

        ハイリスクの方の中で、介護保険サービスにつなげるほどではないけれ

ども、訪問看護師の一月一度ぐらいの見守りが必要と思われる場合に、見

守り訪問事業対象としております。ハイリスクの方で介護保険サービスに

入ったほうがいいと思われる方や緊急の対応が必要な方の場合は、まず、

あんしんセンターと連携して対応いたします。 

        見守り訪問は、おおむね６か月間継続いたします。３０年度の見守り訪

問対象者は４名でしたが、今年度８月までに、全員見守り支援を終了して

おります。見守り訪問の転機は、見守りから介護認定に移行するケース、

あんしんセンターで継続支援になるケース、また、状況によって６か月支

援後に再度継続するケースと、さまざまでございます。 

        今年度は、１０月１日から訪問調査を開始しており、訪問調査終了後に

ケース検討を実施し、東京都健康長寿医療センター及び地域連携型認知症

疾患医療センターである三井記念病院のご協力をいただきき、来年２月ご

ろに検討会を実施する予定でございます。 

        続きまして、資料の３－４をごらんください。こちらは医師会による総

合的な認知症支援の取り組み、裏側は後ほどご紹介しますが、認知症疾患

医療センターの取り組みとなっております。 

        医師会の先生方には、総合的な認知症支援といたしまして、初期集中支

援チームへのご参加、認知症地域支援推進員等の相談、助言、認知症カフ

ェに関することなど、さまざまご協力をいただいております。認知症サポ
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ート医につきましては、平成３０年度には新たに４名の先生方にご登録を

いただきまして、この真ん中の表のリストのとおりとなっております。 

        裏面をおめくりください。こちらが認知症疾患医療センターの取り組み

でございます。地域連携型認知症疾患医療センターの三井記念病院様には、

日常的な相談の専門医療、また、毎月関係者が集まる認知症ケア推進チー

ム会議にご参加をいただき、情報交換を行っております。地域拠点型であ

る区中央部認知症疾患医療センターの順天堂医院様には、中央区、港区、

文京区、台東区、そして、千代田区の認知症に携わる医療介護関係者が一

堂に会する区中央部の協議会や研修会、都のアウトリーチ事業でご協力を

いただいておりますほか、認知症ケア推進事業会議にもご参加いただいて

おります。 

        続きまして、資料４－１をごらんください。この後、資料の４－１から

４－４は、認知症高齢者を支える地域づくりに関する項目についてまとめ

たものでございます。 

        資料４－１は、地域生活を支える人材育成として、研修関係の実施状況

をお知らせしております。３０年度の研修は昨年度の部会で報告しており

ますので、今年度の実施状況についてまとめております。 

        認知症に携わる看護職、介護職に対してのアセスメントツールの研修は、

例年実施しております。研修センター主催の多職種協働研修は、昨年度か

ら年２回開催しております。今年度の１回目は、介護現場で起きている８

０５０を考えるをテーマに、１１月１日に開催予定です。第２回目は医師

会の先生にもご協力いただき、在宅療養者の事例をもとに、事例検討を主

とした研修を来年２月ごろに予定しております。 

        同じく、研修センター主催の介護福祉専門職向けの認知症ケア研修は例

年実施されておりますが、昨年度から年間を通じての研修を実施しており

ます。この研修に関しましては、資料の４－２をごらんください。この詳

細の内容につきましては、ジロール麹町の楠委員からご説明をお願いして

もよろしいでしょうか。 

○楠委員    改めまして、ジロール麹町の楠です。よろしくお願いいたします。 

        ３０年度から受託という形で、認知症ケア研修というものを実施させて

いただいております。今年度も引き続き、今年度に関しては１０回実施の

予定になっております。４月から研修を重ねていきまして、先月時点で５

回研修終了しております。スケジュール的なものと、満足度、あとは、ど

ういった内容の研修をしたかというのは、こちらに書いてあるとおりです。 

        目的と内容のところなのですけれども、認知症になっても安心して暮ら

せるまちを目指してというところを統一のテーマにして、認知症の正しい

理解であったり、あとは、かかわりの基礎から応用、そして、７月にも実

施したのですけれども、当事者の方の講演。あと、当施設で常設していま

す認知症カフェの取り組みであったり、先月行いました医療職から見た認

知症ケアというところ、さまざまな視点から考えていただく、学ぶことが



 

   ８ 

できる。または受けるだけの研修にならないように、皆さんがいろいろな

意識を、気づきとかそういったものを得ていただけるようにと思って、企

画しております。 

        今月からあと残り５回です、以下のように。後半のほう、まだちょっと

仮。講師の方の依頼とか、そういったものはある程度手配は済んでいるの

ですけれども、こういった流れで実施していく予定になっております。 

○佐藤課長   楠委員、どうもありがとうございました。それでは、引き続きまして、

資料の３、資料の４につきまして、社会福祉協議会から認知症カフェ運営

と家族会、成年後見制度に関する取り組みの報告として、廣木委員よりご

報告をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

○廣木委員   社会福祉協議会の廣木と申します。よろしくお願いいたします。 

        私のほうからは、まず資料４－３をごらんください。認知症カフェのこ

とについてご報告申し上げます。認知症カフェなのですけれども、はあと

カフェという名称で、平成２８年の１月から実施をしております。区内で

麹町地区と神田地区、２カ所で実施をしております。プログラムの内容と

いたしましては、認知症のサポーター等のボランティアもつなぎまして、

認知症サポート医の先生のお話や、福祉関係機関等の協力によりまして、

認知症等に関する講話を実施し、その後、コーヒーやお茶を飲みながら皆

さんと交流を図り、いろいろな情報の共有を図っているものでございます。 

        昨年度の実施利用実績は、そちらの表に載ってあるとおりでございます。 

        認知症のサポーターがかなりふえてきておりまして、ボランティア数が

一昨年度よりも増加傾向にございます。 

        また、認知症の家族会についてですけれども、平成２９年の９月より家

族会よつ葉会が発足いたしました。認知症の家族を介護されている方や本

人が集って、日ごろの悩みや思いを分かち合って、意見交換をしておりま

す。現在、毎月１回、第４月曜日にこちらのかがやきプラザの４階で、松

下委員を中心に実施をしているところでございます。現在、関係機関の専

門職のスタッフも時々加わっている状況でございます。 

        続きまして、資料４－４をごらんください。認知症高齢者を支える権利

擁護事業、成年後見制度に関する取り組みでございます。現在、社会福祉

協議会のちよだ成年後見センターでは、判断能力に不安のある高齢者、ま

た精神障害者、知的障害者などを対象に、本人の自己決定が尊重されるよ

うに介護保険など福祉サービスの利用や日常の金銭管理、書類等の預かり

などを本人との契約で支援をしております。こちらは福祉サービス利用支

援事業と申しまして、対象者別にまず判断能力不十分な方の支援を対象と

した日常生活自立支援事業、判断能力はあるけれども身体的に支援が必要

な財産保管管理サービス事業、また、元気ではありますがおひとり暮らし

等で身よりのない方、将来が不安だという方向けの将来に備えるサービス

事業という、３つの事業を実施しております。あわせて、認知症等により

判断能力がかなり落ちてきた人を対象にした成年後見制度の利用の推進も
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しております。 

        下の相談対応実績は表のとおりでございます。年々、高齢者、特に認知

症の高齢者に対する初回の相談がふえている傾向でございます。 

        一番下の表の福祉サービス利用支援事業の契約件数につきましては、契

約中件数は現在６２名おりまして、新規の契約者数も例年伸びている状況

でございます。 

        裏面をごらんください。成年後見制度に関する親族後見の申し立て支援

がここのところ顕著にふえてきております。ただ、新規申し立ての支援を

成年後見センターでは実施しておりますが、申し立て後の追跡把握という

ものができていない状況で、個人情報もございますので、そのあたり、親

族後見を希望する方の利用規模を把握した上で支援体制を整えていく必要

があると考えております。また、引き続き、区民の方や福祉関係機関への

成年後見制度を正しく理解していただけるような、成年後見制度理解促進

のＰＲや周知の強化も重要であると考えております。 

        また、地域の方による地域生活支援員並びに区民後見人養成の実施でご

ざいます。今後、ひとり暮らしや認知症高齢者等を支えていくために、地

域できめ細かい見守りとともに、同じ地域住民の立場で支援を行う区民後

見人の養成も実施しているところでございます。平成２９年、３０年度は

それまでに登録しておりました２１名の区民後見人候補者のフォローアッ

プ講座や定期相談会、受任者連絡会等を実施してきておりました。現在、

２１名の区民後見人候補者の皆さんは権利擁護事業の生活支援員として活

動している方も多いのですけれども、その後、成年後見制度に移行した際

に負担なく支援が続けられる体制を目指しているのですが、なかなか区民

の方は個人では負担があるということで、そこのマッチングの難しさも大

きな課題となっております。令和元年度、今年度、３年ぶりに区民後見人

の募集説明会を実施し、現在４名の方が基礎講座を修了しております。１

１月から実践講座へと進みまして、最終選考の上、候補者バンクに新たに

登録するという流れになっております。 

        最後に、成年後見制度の利用促進にかかる基本計画の作成についてです。

国で平成２８年に成年後見制度の利用促進に関する法律を施行しまして、

令和３年度までに各自治体で成年後見制度の利用促進基本計画の策定に努

めるとなっております。こちらの計画は、潜在化しがちな成年後見制度の

利用が必要な方を適切に制度につなぐとともに、被後見人を支える福祉、

医療、介護、法律、行政等の各職種による地域連携ネットワークの構築、

運営について定めることになっております。千代田区では、令和２年度、

来年度にこの基本計画の策定を目指しております。現在、計画策定の準備

といたしまして、今年度から成年後見制度の利用状況の把握に取り組むと

いうことで、各関係機関へのヒアリングやアンケート調査、また、三士会

（弁護士・司法書士・社会福祉士）との情報交換会をこれから進めていく

ことになっております。以上でございます。 



 

   １０ 

○佐藤課長   廣木委員、ありがとうございました。介護者への支援につきましては、

廣木委員からのご報告のとおり、平成２７年１月から認知症カフェを運営

しております。認知症カフェは、麹町地域と神田地域とで月に２回ずつ開

催しております。今年度は新しい取り組みといたしまして出張カフェ、合

同カフェを開催しておりますので、認知症地域支援推進員の二上委員、松

永委員からもご報告いただいてもよろしいでしょうか。お願いいたします。 

○二上委員   あんしんセンター麹町の二上でございます。いきいきはあとカフェ麹町

で行っているものについてご報告いたします。 

        今年度の４月より、毎月第２木曜日と第４土曜日の１４時から１５時半

と時間の変更をし行っております。 

        上半期の累計ですが、参加者総数は２３４名、協力者数が６４名、ボラ

ンティア数が４６名となっています。月平均大体２０名ぐらいはいらっし

ゃっている状況です。 

        特徴といたしましては、毎月木曜日はピアノがございますので、アンサ

ンブル・ポコポコさんという方に来ていただきまして、ミニ音楽会を行っ

ております。毎月「海」とか「祭り」などといったテーマに沿った演奏と

か歌を回想法として取り入れておりまして、コーヒーとともに皆様懐かし

いひとときを過ごしております。 

        先月のサポート医の講話では、初期の認知症の方をあんしんセンター麹

町の包括とどのように連携したのかという事例についてのお話がありまし

た。参加されている方からは、「実際連携と聞くけれども、どのように連

携しているのかというのがよくわからなかったけれども、お話が聞けてよ

かったです」という感想がございました。 

        あと、最近多いご相談で、「運転免許の更新申請に行ったけれども、認

知症のチェックで引っかかってしまって更新できなかった。今後どうした

らいいのか」というご相談をいただきまして、麹町警察の地域課と交通課

に来ていただいて、上記のお話をしていただきました。いろいろ質問も活

発に出まして、「参加してよかったです」というお話もありました。 

        最近、来所されているご家族からの相談や男性の来所も徐々にふえてき

ております。今後も予防と啓発、あと、認知症の方の居場所や家族が相談

できる場所として、カフェの充実を図っていきたいと思います。 

        ここからは、合同カフェ、８月に行いましたものと、あと、出張カフェ

の報告、神田のほうのカフェとあわせまして、松永さんのほうに代わりた

いと思います。お願いいたします。 

○松永委員   あんしんセンター神田の松永です。お世話になっております。まず、連

雀のほうのカフェの状況としましては、すみません、ちょっと詳細の参加

人数というのは、おおよそ毎回２０名程度の参加ということで、ボランテ

ィアについて今、定着したメンバーの方７人の方が大体自主的に場づくり

とか、そういったものについてご協力をいただきながら行っている形です。 

        先ほどの麹町様のお話のほうにもありましたように、私どものほうは、
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第１火曜日と、それから、第３金曜日の１時半から３時までということで、

認知症サポート医の神田医師会の先生方ですとか、あるいは、こちらかか

がやきプラザのほうで自主活動をされているサークルの方とかにもご協力

いただきながら、若干イベント性という部分もありますけれども、そうい

うところで集まっていただきながら、そこで認知症についての啓発の教材

やお話などをさせていただいたりとか、あるいは、健康に関する地域のい

ろいろな……とか、そういったところの社会資源の方から、身近な健康話

題について、予防の部分とリンクする部分もかなりあるのですけれども、

お話をさせていただいております。 

        課題としましては、やはり交通便の問題として、やはり地域地域、神田

連雀というのは神田淡路町にあるのですけれども、やはりそれ以外の地域

の方からなかなか交通の便とかいろいろな部分で、参加者というのは固定

しているというのが、私自身ちょっと就任して日が浅いのですけれども、

感想として非常にあって、今後のそういうより自由な参加というものをど

うやって促進していくかということが課題になってくるかと考えておりま

す。 

        先ほどからお話がありましたように、実は今年度新しい試みとして、１

つは出張型カフェということで、今のいきいきプラザ、それから、神田連

雀、それぞれ固定の場所のカフェ以外のところでも身近な皆さんの地域の

ところでこの試みをやってみようということで、８月１６日に連雀はあと

カフェの出張型ということで、岩本町ほほえみプラザのほうで実施をして

おります。そこでは、あくまで出張型で今までやったことのない地域で行

うということが１つなのですけれども、もう１つは、岩本町ほほえみプラ

ザの中にはグループホームがございまして、そちらのご利用者がホストと

して参加していただいて、逆に地域の方がそこにお客さんとしてきてもて

なしていただきながらコミュニケーションを図るという形のものを実施さ

せていただきました。 

        参加者としては２２、２３名だったのですけれども、自分たちが何かし

てあげなければいけないという感覚でいらっしゃる方が、そういう当事者

の方が、自分たちが来た人をもてなしたい、何か役に立ちたいという、そ

ういうところをすごく積極的に見せてくださる姿勢というものが非常に印

象的だったということで、参加者の方からは非常にご好評をいただいてお

ります。 

        ただ、やはり施設と、後ほど話にも出てくるかもしれませんけれども、

当事者の方の参加という部分について、ご本人もしくはご家族のいろいろ

な配慮、個人情報ももちろんそうですけれども、参加された方にとって、

ほかの人と触れることがご家族、職員、いろいろな目で見ると、あるいは

よかったと思われる部分もあったり、あるいはわざとらしいというのはお

かしいのですけれども、当事者当事者しているような感じになってしまっ

ていて、かえって不自然な雰囲気だったととられる方もいらっしゃるので、
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決して一面だけでは捉えられない課題があるのだなということを非常に痛

感した次第でございました。 

        これについては、今後、千代田の中でまた継続的に、今回の場合岩本町

でしたけれども、ほかの認知症関連の施設さんとか、そういうところと連

携をしていきながら、できればまた新しい形で開催をさせていただきたい

とも考えております。 

        それから、８月３０日に麹町、神田の合同カフェという形で実施をさせ

ていただきました。ここひだまりホールです。午後１時半から午後５時ま

で結構長い時間だったのですけれども、杉山先生を初め、いろいろなお話

から、あと、かんだ連雀、それから麹町さんのほうでそれぞれふだんから

の活動でやっていらっしゃるアンサンブルですとかいろいろな発表という

ものを一気に持ってきた感じなのでちょっとイベント色が強い部分もあっ

たのですけれども、参加人数を見ましたところ、この日かなり雨の強い日

だったのですけれども、６２名のご参加があったと。麹町の二上さんもお

っしゃっていましたけれども、固定客が多い中でどれぐらい新規の方が来

るかと思っていたところ、当日それぞれ麹町２０名、神田２０名、それか

ら、全くの新規で２０名強の方にご参加いただきました。ちょっとイベン

ト色はありますけれども、認知症の取り組みがこういう形であるとか、認

知症地域支援推進員は、こういう形で存在するということとかを周知する

という部分ではかなりメリットがあったのかなと我々のほうでは捉えてお

ります。こちらについてもできれば次年度のところで再度、また違った形

で開催できればと考えております。 

○佐藤課長   二上委員、松永委員、どうもありがとうございました。区内には２か所

の認知症カフェのほかに、ジロール麹町さんがきのこカフェを、認知症疾

患医療センターの三井記念病院様がメモリーカフェを行っていらっしゃい

ます。また、廣木委員からご報告いただきましたように、２９年度の９月

に家族会が神田地区に発足いたしまして、その後、開催場所をこのかがや

きプラザに移して、月１回活動をしております。区や関係機関にスタッフ

も参加しながら、家族会の運営について方向性を検討しているところでご

ざいます。 

        それでは、続きまして、資料の５をごらんください。こちらは「認知症

ケア推進チーム」についてのご説明でございます。平成２６年に認知症ケ

ア推進作業チームとして始まりまして、区内の関係部署のメンバーが隔月

に一度集まり意見交換や情報交換を行ってまいりましたが、平成３０年度

は認知症ケア推進チーム定例会として毎月実施するようになりました。千

代田区の認知症ケアに携わっている専門職による実務的な検討と情報共有

の場といたしまして、毎月二十数名の参加があり、東京都健康長寿医療セ

ンターの助言をいただいております。 

        今年度の検討課題といたしまして、「１ 若年性認知症施策の推進」、

「２ 普及啓発」、「３ 本人会の立ち上げ」と重点に意見交換、情報交
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換を行っているところでございます。 

        長くなりましたが、以上で議事１の報告事項を終わります。 

○粟田会長   ありがとうございました。それでは、ここから質疑あるいはご意見の時

間を設けたいと思いますが、ただいま平成３０年度の事業実施報告、令和

元年度の実施状況につきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、ご発

言いただければと思います。いかがでしょうか。自由にご発言いただけれ

ばと思いますが。 

○小松委員   九段坂病院の小松です。素朴な質問なのですけれども、認知症カフェの

開催時間なのですが、８月のすごく暑いなか、この時間ってご高齢者には

ちょっと厳しいのかななんて思うのですけれども、朝とか午前中の涼しい

時間帯というのは検討できないものなのかなとちょっと思いました。 

○粟田会長   二上さんでよろしいですか。 

○二上委員   すみません。時間帯や曜日については随分検討させていただいたのです

けれども、金曜日に行うとなりますと午前中はシルバートレーニングスタ

ジオをこちらでやっているということで午後になってしまったということ

と、９月以降アルツハイマー月間ですとか、催し物がある関係で、夏休み

でご家族とかお子さんとかももしかしたら音楽もあるし参加してもらえる

かなということで８月になってしまったのですけれども、今後時間とか曜

日についても再度検討させていただければと思います。ご意見ありがとう

ございます。 

○粟田会長   松永さん、どうですか。……ございますか。 

○松永委員   今のご指摘に関しては、本当に冷や汗が出るところでありまして、それ

は実は先ほどの出張型もそういう形だったのですけれども、やはりちょっ

と冒頭にも申し上げましたように、年間のカフェ計画というか、あんしん

センターでこの４月から両方とも委託を受けて行っている形なのですけれ

ども、やはり現状カフェの方向性とちょっと重なる部分ではあるのですけ

れども、相談拠点という部分とイベントとしての部分ということになって

くると、イベントに関しては今、二上委員のほうからお話があったように、

やはり会場の問題ですとか、いろいろ周知の問題のところで日にちの選定

が限られてくるということがありますので、今のところはぜひとも我々も

再検討を重ねていきたいと思うのですけれども。 

        あと、やっぱりご指摘にあったように、いらっしゃる方がもうちょっと

ゆとりを持って時間帯的に、自分が動きたい時間にいられるようなものと

いうものを、それは拠点のほうのはあとカフェでやるかということもちょ

っと検討はしたりするのですが、なかなかそれも相談員が常駐してそこに

いることがどれぐらいできるのかという部分もありますので。とにかくこ

ういうイベントというか、大きなものについては、やはり参加者の健康状

態とかそういうものを第一に考えながら、次回設定したいと思いますので、

ご指摘ありがとうございました。 

○粟田会長   ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 
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        では、ちょっと私からよろしいでしょうか。千代田区はほかの区にはな

いいくつかのとてもユニークな事業があるのですけれども、その１つが、

資料３－３にあります認知症早期発見事業というものでございますが、外

記さんと吉冨さんにお聞きしますので……。この事業が本当に今、認知症

の方が地域の中で孤立していて、必要な医療とかサービスにアクセスでき

ないということが増えてきている、特にひとり暮らしの方ですね。そうい

う現実がある中で、この事業はそういう方たちが早い時期にちゃんとその

サービスにアクセスできるようにしていくための事業として、とても意味

があるというか、ユニークだなと思っているのです。 

        ちょっと細かいことからお聞きしたいのですが、この実施計画の中で、

訪問調査協力依頼発送数が４９５名で、その中でこの協力依頼に返送して

くれた方が１８８名ということで３８％ということで、これに対して未返

送だった方が３０７名ということで６２％ということ。恐らくこの未返送

者の中に最もリスクの高い人たちがいるのだという気がするのですけれど

も、この方たちに対するアプローチというのは具体的に何かあるのかどう

かお聞きしたいのですが。 

○赤石澤係長  医療と介護連携係長の赤石澤です。認知症早期発見事業の中で、早期発

見事業の訪問調査の協力依頼をかけて、お返事がない方が６割ぐらいいる

ということで、何もアプローチができない方の中にリスクの高い人がたく

さんいるのではないかということは、予測できることだと思います。 

        この未返送の方々については、名簿で、高齢者あんしんセンターや相談

センターで気になっている方として挙がっていないか確認したり、あとは、

協力のお願いという文書を持って訪問に行って把握をさせていただいたり

ということをしているのですが、ただ、それもなかなか受け入れてもらえ

なかったりということはあります。 

        ちょっと杉山先生にもお話をしていただければ。 

○杉山研究員  健康長寿の杉山です。傍聴の席から失礼します。未返送の方に関しては、

独居の方が基本なのですけれども、何名か抽出をしまして、返事がないの

ですけれども訪問看護ステーションの方に突撃というか訪問していただい

ています。やはりちょっと反応は悪いです、回答があった方よりは。です

けれども、そういう方のところに行くということは一部やっております。

３００人全員じゃないですけれども。 

○粟田会長   ありがとうございます。ただ、これは調査研究事業ではなくて、実際の

事業でありますので、そういう方のところに様子を一応見に行くというこ

とをやることがやっぱり大切なのかなと。もちろん無理はできないので、

そっと見に行くぐらいだと思いますけれども。ありがとうございました。 

        ほかに何かございませんでしょうか。 

○吉冨委員   今、粟田先生のほうからお話があったように見守り支援をさせていただ

いているのですけれども、この事業を長年やってきているので、訪問調査

をして、検討会をして、自分たちが見守り支援をしていくということはす
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ごく乗ってきたのかなと思っているのですけれども、ここ２年ほど検討会

のときに、そんなにリスクは高くないけれども様子を見ていこうと、やっ

ぱり少しずつ様子を見ていったほうがいいのだろうなという方たちについ

ての地域での見守りが結構問題になっているのかなと思っていまして、そ

のときにも私たちが「訪問終わりましたよ」と言って、あんしんセンター

の方とか区の方に引き継ぎとなると、あんしんセンターで見ている方もい

らっしゃって、その上にまた増えていくというのはどうなのかなというこ

とが多分、ちょっと議題に乗っているような感じなのです。 

        なので、今後そのサポーターがいろいろ地域で見守っていくときに、千

代田区の特性というと、町内会があって、また逆もきっとあるのかなとい

う気もするのですけれども、そういう地域で見守っていくためにはどうし

ていけばいいのかなというのも課題なのかとちょっと年々感じています。 

○粟田会長   おっしゃるとおりですね。二上さん、何かございませんか。確かに緩や

かな見守りというのが必要な人たちがいて、これは多分恐らく地域包括で

既に緩やかな見守りをやっているし、あるいは地域の中でもやるような仕

組みづくりをしているのだと思うのですけれども。この事業との関係もあ

ると思うのですが。 

○二上委員   そうですね。先ほど赤石澤課長補佐のほうから名簿もということでお話

があったと思うのですけれども、あんしんセンターのほうに名簿が回って

きまして、既にあんしんセンターのほうでかかわって、もう介護申請をさ

れていらっしゃる方もいらっしゃいますし、つながっている方もいらっし

ゃいますし、あと、見守りをされている方と、心配でちょっとこれから見

守りに入ろうかなという方もいらっしゃるので、そういった方は一応かか

わりがありますよということで区のほうに報告をしております。 

        ただ、全くそういうかかわりがない方というのも毎年リストに結構上が

ってきていますので、私のほうでも何件か訪問はさせていただいているの

ですけれども、大体「大丈夫です」と玄関口で断られてしまいまして、な

かなかその後につながらないのが、やはり地域での見守りとしてつなげて

いきたいなという気持ちはあるのです。 

○粟田会長   松永委員、どうぞ。 

○松永委員   神田地域でも麹町さん同様に、やはりリストに挙がってきた方について

の、あるいは未返送とかいろいろな要素としてリスクが疑われるようなこ

とに関してどういうふうにかかわっていくかということと。ちょっと話が

脱線する部分もあるのですけれども、初期集中支援の部分もそうなのです

けれども、やはり予防啓発というか、発信の浸透度とちょっとリンクして

くる部分があるのかなと。その調査とかに関して、受け手側の印象として、

「いきなりこれは何だ」と受け取られる、そういう苦情もちょっといただ

いたりすることはあったのですけれども。でも、そのときに受け取られた

方は正直その場での予防に関して私たちが情報発信というのがどこまで行

き届いていたかというところが、ちょっと難しいところがあるのかなとい
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うことで自分でもちょっと反省しているところでありまして。 

        やはり、初期集中、なかなか件数が少ないというか、逆に言うと、それ

がリスクとして捉えたときに大きくなっていて、初期集中以上の介護度に

なったりいろいろな問題が起きてきて、総合相談としてやはり対応させて

いただくケースが非常に多いということを自分が赴任してから感じている

のですけれども。そういうところも含めると、先ほどのカフェもそうです

し、やはり予防啓発のところの発信の機会、いろいろな、もちろん出張所

とか窓口とか、各センターいろいろなところでＰＲをさせていただくので

すけれども、きょうの委員会からも出ていますけれども認識する側、受け

手側がそれを自分に向けた発信の情報として捉えていただけていないとき

が一番危険な介入になったりするところがあるので、ある意味その辺の伝

える難しさというのも痛感している最中でございます。 

○加賀委員   ちょっとお伺いしたいのですけれども、訪問調査の依頼書の４９５名、

この中で介護認定を受けられている方というのはいらっしゃるのでしょう

か。それとも、全くこの全員アトランダムで選んだのは介護認定を受けて

いない方を対象にしているのか、ちょっと教えてください。 

○赤石澤係長  調査の時点で、介護認定がついていない方が対象です。 

○加賀委員   そこで介護認定を受けていない方、いわゆる介護保険から今度そこで介

護認定を受けると医療保険というところにつながっていくと思うのですよ

ね。初期の認知症を見つけるためには。そこで返送があった１８８名の３

８％の中で、実際にそこから主治医に意見書が出て、介護認定を受けたと

いう方はいらっしゃるのでしょうか。 

○赤石澤係長  いらっしゃいます。訪問看護ステーションさんの見守りの支援を半年間

導入、その後にきちんと介護保険のサービスにつながる方もおります。 

○加賀委員   ありがとうございました。 

○粟田会長   ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。何かございます

でしょうか。よろしいですか。 

        それでは、次の議事に移りまして、その後、また討議の時間を設けたい

と思いますので、そのときにまたまとめてご質問いただければと思います。 

        それでは、続きまして、令和２年度事業方針についてお願いいたします。 

○佐藤課長   それでは、事務局から、資料の６－１「令和２年度に向けて」について

ご説明をいたします。 

        先ほどからご説明してきております７つの柱に沿いまして、令和２年度

に向けての事業を展開してまいります。７つの柱の１番目といたしまして、

「認知症の理解を深めるための普及啓発」でございます。こちらについて

は、認知症サポーターの養成・活用を現在も実施しているところでござい

ますが、今後はサポーターを養成するだけではなく、ステップアップ講座

等を開催いたしまして、地域でのボランティア活動につなげてまいりたい

と考えております。同じく普及啓発といたしまして、認知症ケアパスの作

成、普及を実施しておりまして、認知症ケアの手引きの中刷りを更新しな
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がら、関係者や区民への配布を継続してまいります。 

        ７つの柱の２番目「適時適切な医療・介護の提供」についてです。認知

症初期集中支援事業では、今後も認知症が疑われる方に対して複数の専門

職がチームを組んで支援を行ってまいります。平成２９年度から両あんし

んセンターに配置しています認知症地域支援推進員については、普及啓発

とともに地域づくりを進めていく考えとして周知を強化してまいります。

先ほどご説明いたしました資料３－２にもありましたとおり、認知症地域

支援推進員は、医師会、歯科医師会、薬剤師会の皆様と連携して地域を支

えております。ぜひお力添えいただければと思いますので、今後ともどう

ぞよろしくお願いいたします。また、受診、診療の際、薬局への来所の際、

先生方がいつもと様子が違う、認知症の始まりかもなど気になる方がいら

っしゃいましたら、あんしんセンターの認知症地域支援推進員にぜひご一

報ください。どのようにアプローチし、必要な医療やサービスにつなげて

いくかなど、今後の対応策を相談させていただきたいと思います。 

        認知症早期発見事業と訪問看護ステーションによる見守り支援は、千代

田区独自の事業と先ほど粟田先生からご紹介がありましたが、今後も訪問

看護ステーションのご協力をいただきながら、引き続き実施してまいりま

す。 

        ７つの柱の３番目、「若年性認知症施策の強化」についてです。認知症

ケア推進チームにおいて、この件について話し合いを既に始めております。

区の相談窓口の周知、企業からの要請が多い認知症サポーター養成講座で

の知識の普及を既に手がけています。今年度の認知症ケア研修や認知症カ

フェでは、若年性認知症の当事者の方をお呼びして、周囲の方と支援を考

える機会となってきましたが、今後もそのような機会をつくってまいりま

す。 

        ７つの柱の４番目、「介護者支援」では、認知症カフェを区内に幅広く

周知するとともに、家族会への支援をしてまいります。 

        ５番目、「認知症高齢者を支える地域づくり」につきましてです。先ほ

どの２番目の柱で、認知症地域支援推進員や早期発見事業等については既

にご説明したとおりですが、地域の医療・介護の専門職と地域の方々が連

携し、認知症になっても安心・安全に暮らせる地域をつくる仕組みづくり

に取り組んでまいります。また、多職種協働研修や専門研修の実施によっ

て、実際に連携を学び、スキルを習得して、多職種が連携して当事者とそ

のご家族を支援してまいります。そして、区民後見人の養成及びフォロー

アップ講座では、社会福祉協議会に引き続き開催していただきまして、地

域での認知症高齢者の権利擁護支援を通じて地域づくりを推進してまいり

ます。 

        ６番目、「認知症の予防法、治療法、リハビリテーションモデル、介護

モデル等の開発」の項目についてです。こちらでは新しく開発された医

療・介護の情報を速やかに多職種で共有し、支援に役立ててまいります。 
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        ７番目、「認知症の人や家族の視点の重視」では、他の６つの柱全てに

共通する全体の理念として掲げております。若年性認知症施策の強化を視

野に入れまして、今年度は本人会の立ち上げに向けて、当事者とともに検

討する場としてワーキンググループの設置を計画しております。今後も認

知症の方や家族の視点に立って取り組みを進めてまいります。 

        以上で説明を終わります。 

○粟田会長   ありがとうございました。ただいまの令和２年度事業方針につきまして、

ご質問ございましたらご発言いただければと思いますが、いかがでしょう

か。 

○中嶋委員   若年性認知症の施策についてちょっと考えていただきたいと思うのが、

千代田区の人口って５万８，０００人ぐらいしかいないですよね。それで、

実際私どもが見ている若年性認知症でも、千代田区在住の方は１人もいら

っしゃらないわけです。ですから、若年性認知症の若年性という意味合い

は、実際にまだ発症されているのがわかって、お仕事を持っていらっしゃ

ったり、また、主婦として機能しているときに認知症になられるというよ

うなことなのだと思うのですね。そういう観点から言うと、いわゆる両立

支援、治療とそういう就労の両立支援という枠組みを特に若年性認知症で

は重要になると思うのです。 

        何が言いたいかというと、５万８，０００人しかいない夜間人口よりは、

８５万以上いる千代田区の昼間人口のほうをターゲットにしたほうがいい

のではないかと思っていまして、そういう意味からいうと二通りアプロー

チがあるのですが、大きめの企業というのがあります。例えば、千代田区

で５００人以上の従業員がいる事業者数というのが、ちょっと古めのデー

タですけれども、東京都で１，５１５あるうちの２９０あるわけです。大

き目の事業所であれば、それなりに産業保健のスタッフというものがあっ

て、それぞれそういった若年性認知症の方もしかしたら、あるいは若年性

認知症の疑われる方というものを、千代田区のところで５００人以上の従

業員がいる事業所のほうで何らかの問題意識を持っているということはあ

り得ると思うのですね。そちらのほうに何かしらアプローチをするという

企業ベースのアプローチの仕方もあるでしょうし。あとは、若年であって、

かつ中小企業みたいなところで働いていらっしゃってみたいなことを考え

ると、千代田区、東京都の組織、青年会議所、千代田区の委員会というの

がありますが、そういったところとも問題意識を共有して、あくまでも両

立支援、いわゆる認知症、そして就労を継続するという観点からの支援を

考えていくという形でアプローチするのが、見境なく認知症のケアで、昼

間人口で、こちらのほうにおられる５万８，０００人ぐらいの方たちにア

プローチするよりもより実のある施策というか、千代田区なりの施策がで

きるのではないかと思うのですね。 

        ですから、そういった実際に働いておられる方たちにアプローチするた

めにはどうすればいいのかというところの観点で、令和２年度の活動を考
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えていただくのが、「若年性認知症ってこういうものだよね」とかいうこ

とを我々専門家というか、支援者集団が理解するよりは、より広い支援と

いうものが、千代田区ならではの支援ができるのではないかと思っていま

す。 

        どちらかというと、意見というか問題意識で、夜間人口じゃなくて昼間

人口のほうに、実際に働いている人たちのほうにアプローチすればいいん

じゃないのという話でちょっと提案させていただきました。 

○粟田会長   ありがとうございます。次の協議事項にも関連しますけれども、佐藤さ

ん、いかがでしょうか。今後の提案ということに関して。 

○佐藤課長   ご意見ありがとうございます。実は、課の中でもスタッフとアイデアレ

ベルでは話しておりまして、千代田区の若年性の認知症の方が、あくまで

も推計ですけれども、十数人という推計が出て、その十数人のために仕事

をしていくのか、それとも企業ですとか、千代田区ならではの地域特性に

あわせた取り組みをしていくのかというのは、アイデアレベルでは話題に

はなっていたのですが、委員おっしゃるとおり具体的な取り組みの方向性

としてはまだ定め切れていないという状況がございます。本日頂戴いたし

ましたご意見を踏まえまして、また新たに区の中でも検討してまいりたい

と思います。貴重なご意見ありがとうございました。 

○粟田会長   従来の若年性認知症施策、都道府県事業だけだったのですね。区市町村

事業はほとんどなかったのですけれども。やはり千代田区の特性を考える

と、東京都の若年性認知症施策との関係性も考えなければいけないと思い

ますけれども、今、中嶋委員のおっしゃった話は非常に重要な視点かと思

います。ありがとうございます。 

        ほかにいかがでしょうか。 

        それでは、次の協議事項と深く関係しているかと思いますので、次の協

議事項の中でまたご質問いただければと思います。令和元年度以降の千代

田区の認知症施策について、皆さんから率直なご意見、ご提言などいただ

ければと考えております。特に千代田区の特性を生かした多職種連携によ

る認知症支援の仕組みづくりをどのように進めていくのか。支援体制を地

域の住民まで広げていくためのヒントが欲しいと、そういう千代田区側か

ら論点メモをいただいておりますので、こんなことを踏まえて、各委員か

ら自由に問題提起、あるいは話題提供、あるいはご質問でも構いませんの

で出していただければと思います。いかがでしょう。まずは自由にご発言

いただければと思います。 

○上村委員   区民の上村でございます。先ほどから認知症の地域支援推進員というの

について伺いたいのですが、私が地域活動とかしているときに、ちょっと

「あれ」とか「心配だ」という方に出会ったときに、まずどうしてもあん

しんセンターに連絡して、「こういう方がいたのだけれども」とお話しす

るのですけれども、この認知症地域支援推進員の方に連絡ということは今

までしたことがないのですけれども、この存在がちょっとわかりづらいと
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いうか。 

○粟田会長   ありがとうございます。これは非常に重要な質問だと思います。あんし

んセンターは周知されているけれども、認知症地域支援推進員はどこにい

るのと、そういうこと。佐藤さんでいいのですかね。あるいは、二上さん

にしましょうか。 

○二上委員   そうですね。そういったお声が非常に多くて、今回この「こんにちは認

知症地域支援推進員です」というパンフレットをつくらせていただきまし

た。これをお持ちしまして、銭湯ですとか、薬局、郵便局を回りまして、

いろいろ「ご心配なことがあったらご相談ください」と、「そういう窓口

です」。ただ、「どこなのですか」と言われると、結局あんしんセンター

でございますので、あんしんセンターに連絡をいただければ、漏れなく推

進員のほうに結びつく形とはなってございますので、ぜひ今後とも連携を

とっていただければと思います。よろしくお願いします。 

○粟田会長   二上さんも松永さんも認知症支援推進員なのですよね。 

○二上委員   はい。 

○粟田会長   ここにいる二人がそうですので。 

○上村委員   じゃあ、私が連絡したときは、二上さんはお尋ねしたこともあるので、

ちゃんとつながっているということですね。そこら辺が、でもわからない

のですね。私が認知症地域支援推進員の方にちゃんとつなげたという、そ

ういう気持ちは今までなかったので。あるといいのですが。 

○二上委員   そうですね。周知していきたいと思います。 

○粟田会長   こんなパンフレットも私初めて見ましたけれども、ほかの区ではあまり

つくっていないかもしれないですね。 

        今の上村委員のご質問は、ある意味では国民全員がそう思っている質問

です。ありがとうございました。 

○佐藤課長   今ちょっといただきましたご指摘、民生児童委員でいらっしゃる委員か

ら頂戴しましたということで、ちょっとまだまだＰＲが不足しているのだ

なと感じた次第です。時々会議にも顔を出させていただいておりますので、

また随時改めて推進員のＰＲもさせていただきたいと思いますので、今後

ともどうぞよろしくお願いいたします。 

○粟田会長   ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。もう少ししたら

私のほうから指そうかと思いますけれども、まずは自由にご発言いただけ

ればと思うのですが。 

        では、ちょっと私のほうからよろしいでしょうか。千代田区社会福祉協

議会の廣木さんにご質問、成年後見制度に関連した質問なのですけれども、

成年後見制度が抱えている１つの大きな問題として、意思決定支援が十分

に行われない状態での広範な代理権が発動されるということが現実には普

通によく行われていることでありまして、認知症の方はもちろん意思決定

能力に問題があるから成年後見制度を使うのですけれども、意思がないわ

けではないので、本人不在のもとでさまざまなサービスが決定されたり、



 

   ２１ 

あるいは施設入所が決まってしまったり、あるいは、財産が処分されてし

まったりということは、実は枚挙にいとまがないということで、これは多

くの場合後見人が弁護士や司法書士等々で、ご本人の人生を全然知らない

という方が後見人であるためにそういうことがよく起こってしまったと思

うのですが。 

        ということで、親族後見がふえたということは、ある意味ではそれに対

応する１つの解決策でもあるわけなのですけれども。ということで、昨年

度厚生労働省は認知症の人の日常生活、社会生活における意思決定支援ガ

イドラインをつくって、認知症施策推進大綱では、このガイドラインに基

づいて意思決定支援の教育をやっていこうということになっていったわけ

ですけれども。 

        千代田区としては、この意思決定支援の普及というか、確保というのは、

どんなふうにやっていこうかと考えているか、そこをご意見いただければ

と思いますが。 

○廣木委員   まさに意思決定支援は一番重要なことでありまして、今まで財産保管が

どうしても中心になっていた成年後見制度が、今後は本人の身上配慮を重

視する方向性に今、転換をしてきております。今まさに各関係機関に現状

のヒアリングをさせていただいて、実際どういう課題があるのかというの

を分析しながら、成年後見制度に関しても利用促進計画を来年度作成する

に当たりまして、具体に認知症の方の意思をどの程度まで関係機関のチー

ムを組んで、連携をとって、尊重して支援をしていくかということを盛り

込んでいく予定でございますので、その中でまたチームとして連携がとれ

ればいいかなと思っております。 

        今、お医者様の診断によってある程度の判断能力のところの診断書は提

出することになるのですが、そこにつきましては、本人の情報シートとい

うものをきちんと明確に示しながら、お医者さんとも一緒に具体な支援の

方法も考えつつ、この人には何を支援するべきかというところを明確にし

た上で、サポートしていくという体制にはなっていくかなと思っておりま

す。 

        ただ、今、ヒアリングをしているところなのですが、やはり弁護士さん

や司法書士さんやその専門職の方たちの考え方というのも、まだ身上の配

慮が中心なのだということが浸透していない状況なのではないかなと思っ

ておりますので、そのあたりは本当に周知を進めていきながら、本人にと

って必要なサポートができるような体制にしていきたいとは考えておりま

す。 

        １つちょっとプラスして、成年後見のところでちょっと今後大きな課題

かなと思っているのが、千代田区はひとり暮らしの高齢者も多くて、本当

に認知症の方も増えてきています。身寄りがない方と、あと、身寄りがい

ても協力を得られない方というのがすごく増えてきておりまして、成年後

見センターのほうでもサポートをしているのですけれども、割と入院した
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りだとか、そういう医療同意の面でかなり身寄りのない方で、社協が例え

ば法人後見をやっているようなケースは、一定程度の身元保証的なものや

医療同意の役割も決してあるわけではないのですが、一定程度の役割は成

年後見制度を使うことで担えているのかなと思っています。なかなかそこ

の医療同意についても意思決定支援ということを考えると、じゃあ誰がど

う判断するのというところについては、今までのいろいろな医療機関や相

談の担当の事例も踏まえて、一定程度のガイドライン的なものがあればと

も思います。ガイドラインという言い方は固くなるけれども、一定程度こ

ういうことをやっておくと医療同意としてみなすというあたりももしかし

たら事例を、関係機関等との検討を重ねて整理していく必要もいずれ出て

くるのではないかなとは考えております。 

        なので、早い段階で本当は成年後見制度を類型ごとに順序よく使えるの

が理想的ではあるのですけれども、現状だと難しく、発見されたときには

もうかなり重い状態だったというケースがすごく多いということも課題と

感じているところです。 

○粟田会長   ありがとうございました。医療同意については後見人に代理権が認めら

れていない現状ということなので、中嶋先生、ちょっと。 

○中嶋委員   やっぱり成年後見制度と医療の同意権というのは一緒ではないと法律的

に問題だと思います。代諾者がいる場合でも、医療の行為のレベルに応じ

て同意のレベルが変わってしまうということもあるわけで。あと、認知症

の方も全くないわけではなくて、内容に応じて同意の能力のレベルがある

と思うのですね。それから、状態にもよるので。 

        だから、やったほうがいい医療のレベルの関数と、それからと、認知症

の方の同意能力に関する同意という複雑な関数になるので、１本で線が引

けるとか、あるいは、医療では包括的同意は認められていないので、一旦

「いい」と言ったら全ていいわけではないので、そういった意味でも時々

刻々変わるダイナミックな同意のプロセスみたいなところは、実際の運用

上はすごく問題になるのかなと思います。 

○粟田会長   ありがとうございました。意思決定支援のガイドラインは、なかなかよ

く書けてはいますね。読みにくいのですけれどもよく書けているので、私

は、ああいう考え方を文化として広げていくことがこれからの課題なのか

なと感じております。 

        ほかに何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。 

        ちょっと私のほうから少し指させていただこうかと思います。まずは松

下さん、何か家族会の立場で、ご意見、ご提言というところで。 

○松下委員   いつもご協力ありがとうございます。家族会の松下と申します。 

        家族会につきましては、まだまだ周知がされていないかなという点があ

るかと思います。よつ葉会をやっておりますので、状況をお話しさせてい

ただきます。 

        今、参加してくださる方が大体同じ方が多いですけれども、時折、今現
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在介護されているご家族がご相談に見えることがあります。参加人数は、

大体６名から７名、多いときで８名という形で運営させていただいていま

す。 

        介護する上での悩み、特に千代田区は皆さんビルを持っていらしたりす

るので、相続の問題であったりとか、皆さん大変悩まれているところです。 

        ふだんの何気ない生活の中での悩みですとか工夫ですね、皆さんからは

認知症予防として、物忘れなどこれ以上進まないようにするには自分なり

にこんな工夫をしていますよというお話が結構あったりいたします。 

        人とつながることがとても大事なことではないかと思っています。ご家

族やご本人にとって、地域の中で行政の方、専門職の方、それから、地域

の人たちのお力をかりながら、安心できる環境で生活できるように、私た

ちもその一助になれば思って今、地道に活動をしております。 

        また、ボランティアとしてカフェに参加されている方からのご意見なの

ですけれども、カフェなどで自分達が役割を果たせる場があればとてもう

れしいなということと、それから、先ほど来、若年性認知症のことが出て

おります。今、人生１００年時代で７０代から８０代にかけての方々、自

分の居場所を非常に求めておられるのを家族会をやっておりますと感じま

す。その点についても皆さんに考えていただけたらうれしいと思います。

私もそういう場が設けられたらいいなと思っています。以上です。 

○粟田会長   ありがとうございました。貴重なご意見ありがとうございます。 

        人とのつながり、それから、もう１つは居場所というのが、恐らく認知

症施策の重要なキーワードになるだろうと、これはもう松下さんご自身の

経験で実感されていることだと。ありがとうございます。 

        それでは、きょうはというか毎回ですけれども、歯科医師会から３人の

先生がいらっしゃっているので、また順番に。元田先生でしたか、よろし

くお願いします。 

○元田委員   丸の内の元田でございます。千代田区にはおっしゃったとおり３つ歯科

医師会がございます。特に我々の丸の内エリアというのは、先ほど中嶋先

生が言われたように、全く住人がいるかいないかわからない、一丁目１番

地にいらっしゃるのは確かなのですが。その他は多分いらっしゃらない。

こういうエリアで認知症でということは、診療に来られた患者さんがどん

な感じかなと。この人は千代田区に在住なのだというものしか資料がない

と。逆に昼間人口のほうがほとんどですから。いろいろ３地区で事業等の

依頼があったときには三あ師会で報告はしているのですが、私のところは

正直全くわからない。一緒に勉強させていただいているのが実情です。 

        麹町のほうがはるかに外は持っていると思いますので。 

○粟田会長   西川委員、お願いします。 

○西川委員   麹町歯科医師会の西川でございます。いつもお世話になっております。 

        今、歯科のほうも訪問サービスの案内というものを歯科のほうも書いて

いただきまして感謝しておりますけれども、訪問歯科診療というのはある
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のですけれども、今、千代田区の歯科検診の表が、毎年全員１９歳以上全

部送らせていると思います。年齢関係なく毎年送られるようになったとい

うことなので、その中で訪問歯科検診というのがあるのですけれども、ま

だこちらもあまり周知されていないと思います。例えば、前にも申し上げ

たかもしれませんけれども、認知症で訪問というと「えっ」と思う方が、

訪問歯科検診をするとなると少し緩む場合もあると思いますので、ぜひ歯

科検診のほうも周知していただきまして、できたらこういう制度も利用し

ていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○粟田会長   西川先生、１９歳以上の歯科検診というのは千代田区独自の事業ですか。 

○西川委員   そうですね。ほかの地域もやっていらっしゃると思うのですけれども、

歯科検診の中で訪問をしておりますので、それは今までは歯科検診だけだ

ったのですけれども、何年かの間で訪問を入れていただけるということに

なりましたので、ぜひそちらを周知していただいて、ご利用いただけたら

と思っております。 

○粟田会長   ありがとうございます。非常に有効な方法になると。すみません、あり

がとうございました。 

        では、臼田委員、お願いします。 

○臼田委員   千代田区歯科医師会の臼田と申します。今回初めて参加させていただき

ます。 

        日ごろより認知症ということに関しては非常に興味を持っておりまして、

それこそ自分自身がいつなるかと思っている次第でありまして。それと、

千代田区のほうは、認知症対策に関しては非常にいろいろきめ細やかな対

応をされていると思っています。特に見守りに関してはすばらしいことだ

なと思っています。なかなか障害もあるかと思います。 

        昨今、早期発見ということが言われておりますので、どのようにしたら

早期発見できるのか。もちろん訪問看護ステーションだけでは多分足りな

いと思います。 

        我々歯科医も健康な人を見ていて、それが長いことやっていますと、だ

んだんおかしくなってくる状況を見ているわけですよね。そういったとこ

ろで、薬剤師さんもそうだと思いますけれども、健康な人から健康ではな

い人を見るということはなかなかないかと思います。それに関連してです

けれども、早期発見、我々長い間見ていたら、「ちょっとおかしいな」と

いうところを感じたときにどのようにすればいいかと、先ほどの区民の方

の質問と同じように、あんしんセンターに連絡する。ただ、この点で１点

問題になるのが、本人はそうではないと言っているのに、他人からそれを

言うのはなかなかちょっと問題が、ハードルが高いところでありまして、

その辺をどのようにクリアしたらいいのかというところも少し悩みのある

ところです。 

        もう１点、認知症になられた方に関して、その程度によっていろいろ対

応の仕方があるかと思いますけれども、その前、我々は予防。要するに健
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康な方がどのような過程でどういうふうになっているかというところで、

少し予防に関して立ち入ることが我々歯科医師としてできるのではないか

なということも考えていますので、その辺に積極的に認知症をターゲット

にして予防をする方法というか、その辺はちょっとこれを見ると具体的な

事業がないということなので、この辺をもう少し。なってしまうと非常に

大変になりますので、できればその前に食いとめられるのが一番いいので

はないかと思うので、その辺で我々も少し協力できればいいかなと思いま

す。その辺の具体策、もちろん専門家の先生方もいらっしゃいますのでど

のようにしていくか、我々サイドでもどのようにしたらいいかということ

を考えていきたいなと思っております。 

○粟田会長   これは確かに、フレイルという観点からは、認知症……、これ先生、医

師会として何かございますかね。 

○加賀委員   やはりこの口腔ケアというのは、やっぱり食べるという人間の一番大切

なことなので、もちろん先生たちにも訪問をやっていただいていますけれ

ども、やはり口腔ケアを中心として、咀嚼、そういうことから始めていた

だいて。一緒に医師会とも協力していますので、これからもよろしくお願

いします。 

○粟田会長   ありがとうございます。 

        それでは、薬剤師会の池田委員、よろしくお願いします。 

○池田委員   千代田区薬剤師会の池田です。遅参して本当にすみませんでした。薬剤

師会では、こちらにございますように、早期発見に向けてあんしんセンタ

ーに連絡をとっていくという事業を進めていくことになりました。詳細は

これから詰めていく部分もあるのですけれども、こちらのパンフレットに

あるように、処方箋の有効期限切れでお持ちいただく方が非常に最近ふえ

ています。処方箋の有効期日は当日を含めて４日なのですけれどもね。 

        それ以外に、前々回の改定から処方箋を持ってきていただいたときに、

薬局では毎回必ず残薬確認をしなければならないルールになって、薬が余

っているかどうか必ず確認することになっています。 

        また、それにあわせてかかりつけ医師以外にかかりつけ薬剤師という制

度も始まっていまして、より早期発見しやすい環境が整っていたのですが、

今まで連携し切れていないかったので、積極的にあんしんセンターと連携

して早期発見に向けて事業を進めていきたいと考えております。 

○粟田会長   ありがとうございます。それでは、続きは認知症疾患センターの本井先

生ということで、自己紹介を含めてよろしくお願いいたします。 

○本井委員   本年度から新井平伊先生の後任で地域拠点型認知症疾患医療センター長

に就任させていただきました本井と言います。今後よろしくお願いします。 

        精神科医ではなくて心療内科医としてやっておりますが、私は個人的に

訪問看護師さんというのはとても大事なのではないかと思っておりまして、

今年度から、こちらでも訪問看護ステーションによる見守り支援ですとか、

文京区でも訪問看護師さんがいろいろ活躍してくれているのですが、やは
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り認知症患者さんの自宅がどうなっているかというのが医師としてもわか

らないことが多いときに、訪問看護師さんだと血圧をはかるとか身体的な

ところから患者さんにアプローチしていけるので、とても訪問看護師さん

が認知症という疾患に興味を持ってもらって、知識づけて対応していただ

くととてもいいのではないかと思いますので、このまちづくりに、訪問看

護ステーションによる見守り支援はとても頑張っていただけたらと思いま

す。 

        あと、非常に文京区と千代田区というのもこの辺は非常に近いので、出

張カフェとかほかの区に行ってもいいのかなと。私の患者さんも千代田区

の方がいっぱいいらっしゃって、文京区の順天堂医院なのですけれども、

ＭＭＳＥをやりますと、まず８０％ぐらいここは千代田区だと答えたと。

本当は文京区のはずなのですけれども、実は千代田区に近いのですが。な

ので、新規としては、特に若年性認知症患者さんとかは頻度も少ないです

し、連携し合うといいと思いました。 

○粟田会長   ご指摘のとおりだと思います。特に若年性の人たちとか、境界を超えて

一緒にいろいろと取り組んだらいいと。 

        居場所も同じようなものですよね。千代田区も文京区も同じような場所

だと。ありがとうございます。 

        では、続きまして、同じく認知症疾患センターの宮田委員、よろしくお

願いします。 

○宮田委員   日ごろから千代田区の皆様とはいろいろと連携をとらせていただいてい

ます。アウチリーチは依頼件数がかなり減っていて、昨年度も今年度もゼ

ロ件ではあったのですけれども、初期集中支援チームのこのケースの記録

を見て、活発に活動されているのだなということがよくわかりました。 

        千代田区のほうでは、ふだんさまざまな取り組みを認知症の方やご家族

様の立場に立ってすごく推進しておられて、いつもすばらしいなとは思っ

ています。 

        １つ質問をしてもよろしいですか。ちょっと私の勉強不足なのですが、

この資料４－４の成年後見人制度の裏面の２の区民後見人養成の実施のと

ころがちょっと私あまり知らなくて、もし教えていただけたらと思うので

すが。この区民後見人の候補になられる方は、何か資格だったり、どうい

う条件でどういう方がなられるかとか、教えていただけたらと思います。 

○粟田会長   では、廣木委員、よろしくお願いいたします。 

○廣木委員   特にこれの資格があるというものではないのですが、区民後見人養成の

講座というものを全部受けていただいて、そして、千代田区では効果測定

といってテストもやらせていただいて、あと、現場に行って現場実習とい

うのもその講座の中には含まれております。１年間かけて基礎研修から実

践講座まで行いまして、最終的に最終面談をして候補者バンクに登録とい

う流れになります。 

        候補者バンクに登録してすぐに活動ができるというわけではありません
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ので、実際、成年後見制度を使う前の本人との契約によって支援をしてい

る福祉サービス利用支援事業、これ権利擁護事業というのですけれども、

そちらの支援員としての活動等を進めていって、そこで現場経験というと

変ですけれども、直接の支援のあり方というのを学びます。一番理想的な

のは、そこでかかわっていた利用者さんが後々判断能力が衰えたときに成

年後見制度に移行しなければいけない事案になったときに、今までの支援

をしていた本人のいろいろな意思をサポートしてきた流れで、区民後見人

が身近なところで見守りをしながら、本人の意思決定支援ができるといい

かなという流れに乗せられるような形で、そこを増やしていきたいなとい

うことで、今、この事業を進めているところでございます。 

        ただ、ことし応募総数が、説明会には１０名ぐらい来てくれたのですけ

れども、実際応募されたのは４名だったのですね。なかなかそこが厳しく

て。この講座を始めた３年前、４年前については大体十数名、２０名近く

の方が応募されていたのですけれども、やはりそこが皆さん、成年後見制

度のいろいろなイメージがマスコミでも取り上げられている関係もありま

して、なかなか進んでいないなという感じのところでございます。 

        あとは、実際後見人として候補者登録はしてくださっているのですが、

いざ受任をするとなると、責任がとても重いので、受任するのはちょっと

今の状態では無理だと断られる方がかなり多いので、そこのモチベーショ

ンと、そこが受任できるようなサポート体制を強化していかなければいけ

ないなとも感じているところでございます。以上です。 

○粟田会長   ありがとうございました。 

        それでは、続きまして、尾方委員、よろしくお願いします。 

○尾方委員   地域連携型認知症疾患医療センターであります三井記念病院のソーシャ

ルワーカーの尾方と申します。私ども当院の認知症疾患医療センターの構

成ですけれども、先ほど中嶋のおります精神科と、私のいますソーシャル

ワーカーの地域福祉相談室を主な構成メンバーとして活動しておりますが、

認知症疾患医療センターは東京都からの受託という形をとっておりますけ

れども、今年度は今までの鑑別診断、精神保健相談以外に、地域の人材育

成とか啓発、それから、本人、家族のサポートということにより力を入れ

るようにということが言われておりまして、私どもも地域の関係職種の皆

さんにお集りいただいて、事例検討会などを一度開催させていただいてお

ります。内容をブラッシュアップしながら。 

        日ごろ、私ども認知症推進ケアチームに参加させていただいておりまし

たが、千代田区の皆様のケアマネジメントが非常に高いと日ごろ思ってお

りまして、私ども認知症疾患医療センターとしてできることとしては、医

療という専門職の集団になりますので、こういったものを地域の皆様や市

民の方たちに還元できるような取り組みが求められておりますので、そう

いったことを引き続き力を入れてまいりたいと思います。 

        ですので、他区の話を聞くと、なかなかこれほど認知症疾患医療センタ
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ーと区のほうが一緒に定期的に集まっているところはなかなか数が少ない

とも聞いておりますので、ぜひ私どももどんどん入っていきたいと思いま

すし、皆さんもぜひ活用していただきたいなと思っておりますので、引き

続きよろしくお願いいたします。 

○粟田会長   ありがとうございました。では、小松委員から何か、ご提言、ご意見い

ただければ。 

○小松委員   先ほどの後見人の話のところで私思ったのですけれども、どこでどうい

う医療が必要になるかというのは、そのとき、その場になってみないとわ

からないというところがあって、私たち現場の者の１人としては、そのと

きにいかにタイムリーにその関係者が集まって、その人のことを一番わか

っている人と情報交換できて、その方に一番いい方法を選択できるかとい

うところだと思うのですけれども、なかなかタイムリーに情報を知ってい

る方みんなが集まれて、その方に医療をするときに選択を考えるというの

は、もう少し日ごろから、私ども病院のスタッフと地域の方たちとの連携

を強くしていかなければいけないということも強く感じます。 

        あと、皆さん忙しくて、やっぱりタイムリーに日程を合わせるところも

すごく難しくて、そこの調整から始まるところがあるので、そういうとこ

ろがもっとうまくいくようになれば、みんながやりやすくなるのではない

かなと思っていました。 

○粟田会長   小松委員、ありがとうございます。今の話は、実はさっきの意思決定支

援ガイドラインの中にもちゃんと近いことが書いてあって、意思決定支援

チームをつくるということは、これはもう基本的考え方だと書いています。

つまり後見人が一人で意思決定支援をするのではなくて、ふだんから意思

決定支援チームをつくっていて、そこには家族も入っているし、医療関係

者、福祉関係者、介護関係者、ありとあらゆるその人の意思決定支援にか

かわる人たちがチームをつくっていると。それがふだんから行われている

というのは、恐らく標準的な、これからの認知症とともに生きる社会の文

化になっていくことが多分求められているのだろうなという気がいたしま

す。大変重要な提言だと。ありがとうございます。 

        まだちょっとだけ時間がありますので、こちらの列に戻りまして、民生

委員の上村委員から何か、ご意見、ご提言をいただければと思います。 

○上村委員   今、私、訪問歯科検診とかいうお話を伺って、訪問健康診断とかできな

いのかなとちょっと思ったのですけれども。さっきお返事がなかった人た

ちを訪問する理由として、身長と体重と血圧とって簡単にはかれる、あと

脈拍と酸素とか、そんな簡単にはかれるものをはかりますよみたいにお声

かけしたら、もしかしたら「やってもらおうかな」と思う人がいるかなな

んて、ちょっと思いました。 

○粟田会長   すごく自然なアイデアですよね。既に外記さんたちはやっているのでは

ないかと思うのですけれども。せっかくなので、こちらにちょっと、何か

ご意見いただければ。 
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○外記委員   そうですね。血圧とか、多分はかってもらえたら来てもいいよと言って

くださる方はたくさんいるかもしれないですし、私たちが訪問調査を行っ

ていても、「誰にもお世話にはなりません」みたいな方たちもたくさんい

て、いろいろな方がいるので、いろいろな方向からアプローチを試みると

いうのは大切なことなのかなと思います。 

○加賀委員   千代田区では長寿健診というのがございまして、これは全員に送ってい

ますか。前年度やった人しか送っていませんか。それとも、全員に送って

いますか、７５歳全員に送っていますか。これが、各そういった高齢者の

ところに行く黄色い紙がございます。これを利用すると、私たちは主治医

の患者さんがいらっしゃったときに実際に健診をそこのお家でもやってい

ます。ただ、レントゲンとか心電図はできませんので、採血とか血圧の健

診もやっています。ですから、そういう回答がなかった方の家にもそうい

った長寿健診の紙が行っているので、それで訪問看護師さんたちの最初の

ステップで見ていただいて、そこから少し広げていくとかなりいいのでは

ないかなと。今、民生委員の方がおっしゃったのはいいと思いますね。 

○粟田会長   私もとてもいいアイデアだと思います。ありがとうございました。 

        それでは、続きまして、ジロール麹町の、これは楠さん、よろしくお願

いします。 

○楠委員    改めまして、楠です。ジロール麹町は高齢者施設なのですけれども、も

う実際に認知症と診断された高齢者の方々が自宅から通ってきたり、グル

ープホームとか特養とか入所されているというところで、どちらかという

と、発見であったりとか、そういうところの過程を経て入所されている

方々、もうサービスにつながっている方々が我々の相対する人なのですけ

れども。 

        認知症、どうなのでしょう。僕、歳は３５なのですけれども、多分３０

年とか３５年ぐらいしたら、僕認知症になると思います。多分なると思い

ます。生命線が短いので。あまり長いといけないと思いますけれども。で

も、長谷川和夫先生と結構定期的に会う機会が過去あって、ちょうど先生

が読売新聞で認知症になったと発表をされる１年ぐらい前までつき合いが

あったのですけれども、やっぱり８割、９割ぐらいの人はなるから、なら

ない人のほうがおかしいんだよと言っていて、それをすごく覚えていて。 

        実際に利用されているお年寄りと話をしていても、認知症になったこと

が問題というより、認知症があるから忘れてしまったりとか、覚えておけ

ないというところで困ることはあるのだけれども、そこまで困り果てるこ

とはない。どちらかというと周りの人が困ってしまうというところで、そ

うなったときに、あれなのかなと。地域を育てるとか、それこそ丹野さん

とかもよくおっしゃるのですけれども、何かおかしい、何かおかしいとや

っぱりご自身が思うというときに、「何かおかしいんだよね」と言える人

がいたり、場所があったりとか、それが気軽に言えるような土壌であった

りとかを育てることがすごく大事なのかなと。それこそ、認知症サポータ
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ー講座であったりとか、年齢層を逆に下げてみたり、小学生、中学生向け

にやってみたりとか。それこそ、先ほどお話があったみたいに企業向けに

というところとか。 

        この前、警察の対応がすごく悪くて腹が立ったのですけれども、すごく

横柄な感じで、威圧的。ご本人は何も言えなくなってしまったというとこ

ろがあって。何かそういうことに協力できたら、我々も何か生かせること

があるのかなと思います。 

○粟田会長   ありがとうございます。おっしゃるとおりでございます。そういうとこ

ろから文化をつくっていかなければいけない。 

        認知症サポーター養成講座は、千代田区は若い人たちもやっているので

したか。小学生とか中学生とか。 

○佐藤課長   小中高はやっていません。平成２７年ごろまではやっていましたが、最

近はやっていない。企業向けはかなりやっています。 

○粟田会長   ありがとうございました。 

        では、そろそろ時間になりますので、この辺で、多分油断しているので

はないかと思いますけれども、中嶋先生より。 

○中嶋委員   この会に出ると、統計のことをよく見るのです。千代田区はどんな状況

かなと。今日ちょっと調べていて、高齢者の孤独死、千代田区で平成３０

年で、６５歳以上の監察医務院の異常死は１７名もおられたのですね。中

には、行き倒れというか、たまたま千代田区で見つかったというのが相当

おられると思うのですけれども、でもやっぱりそういった千代田区の人口

が割と少ないところに、そういう中でも１７名の方が亡くなられていらっ

しゃる。これを少しでも孤立している高齢者世帯、その亡くなられた理由

が認知症によるセルフネグレクトだとすると、ものすごく耐えられないほ

どつらいです。そういった方をできるだけどうやったら減らせるのかとい

うあたりで、先ほど回答しなかった方へのアプローチなども含めて、千代

田区という一番中心の区で、コミュニティのあり方みたいなのをちょっと

考えていたたければいいのかなと。それで、数字を少しでも減らせればな

と思います。 

○粟田会長   それでは時間ですので、最後にちょっとだけ皆さんに情報提供ですが、

ことしの６月に認知症施策推進大綱が閣議決定されたのですけれども、そ

こに７４項目がＫＰＩという政策指標がつくられました。ＫＰＩというの

がキー・パーフォーマンス・インディケーターの略だそうですが、７４項

目はつくり過ぎだろうといろいろ言われておりますが、私もそうだと思い

ます。 

        ただ、これからは確かに認知症の施策についてもちゃんと指標をつくっ

ていくということが多分必要になってくる。これは、区市町村のレベルで

もそういうことをやっていくことが求められるでしょうし、必要なのだろ

うと。 

        ただ、それに当たって、そもそも認知症施策の大目標は何なのかという
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ところがちゃんと立てられていないと、指標というのはなかなかつくれな

いもので、どこに向かっている指標かわからなくなってしまうということ

がありますので。 

        先ほど千代田区の基本計画を見ましたら、１つは新オレンジプランの方

針が書かれていて、もう１つは千代田区独自の認知症を早期に発見して、

暮らし続けられるようにという内容でしたが、そういうことが書かれてお

りましたが。それでもいいのだと思うのですけれども、できたら、千代田

区民全員がよく理解できるような、非常にわかりやすい大目標というもの

を考えて、それに基づいて具体的な政策と政策指標をつくっていくと、そ

ういうような構図をこれから考えていく必要があるのではないかなと感じ

ております。 

        恐らくこれから認知症基本法ができますので、そういう基本計画をつく

れということが出てくるかと思いますが、それにあわせて、そういう方向

をこれから考えていく必要があるであろうと考えているところでございま

す。 

        ということで、８時半をちょっと１分２分過ぎましたけれども、皆さん、

活発なご意見をいただきありがとうございました。今日出たご意見をぜひ、

今後の千代田区の認知症施策に反映していっていただければと考えていま

す。 

        それでは、司会を事務局にお渡ししたいと思います。 

○佐藤課長   ありがとうございました。粟田先生、委員の皆様、本日は活発なご議論

どうもありがとうございました。本日のご意見、ご提言を踏まえまして、

今後、下半期の事業に生かすだけではなくて、また来年度の事業の具体的

な内容も事務局で検討してまいりたいと思います。 

        ３月にまた親会がございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

        本日はどうもありがとうございました。 

＜閉会＞ 


